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平成27年度の幼稚園・保育園・認定こども園入園、放課後児童クラブ通
所の受付について ■問幼児課(7７４－３７０４)、子育て支援課(7６５－６５１４)

平成27年度幼稚園・保育園・認定こども園入園、放課後児童クラブ

通所の受付は、子ども・子育て支援新制度の施行に伴い11月からの予

定です。

詳しくは、10月15日号の広報などでお知らせします。

国
民
年
金
保
険
料
の
追
納
制
度
に
つ
い
て

国
民
年
金
保
険
料
の
全
額
免
除
・
一
部

免
除
・
若
年
者
納
付
猶
予
・
学
生
納
付
特

例
の
期
間
が
あ
る
場
合
、
保
険
料
を
全
額

納
め
た
と
き
よ
り
も
老
齢
基
礎
年
金
の
受

け
取
り
額
が
少
な
く
な
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
期
間
が
10
年
以
内
で
あ
れ
ば
、

さ
か
の
ぼ
っ
て
納
め
る
こ
と
が
で
き
る

「
追
納
制
度
」
に
よ
り
、
将
来
受
け
取
る
年

金
額
を
増
額
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

た
だ
し
、
免
除
等
を
受
け
た
期
間
か
ら

２
年
以
上
後
に
追
納
す
る
場
合
、
当
時
の

保
険
料
に
加
算
金
が
上
乗
せ
さ
れ
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

追
納
手
続
き
は
、

彦
根
年
金
事
務
所

ま
た
は
保
険
医
療

課
、
北
部
振
興
局

福
祉
生
活
課
、
各

支
所
ま
で
。

■問
彦
根
年
金
事
務
所
国
民
年
金
課(

7
０
７
４
９
‐
２
３
‐
１
１
１
４)

障
害
年
金
を
ご
存
知
で
す
か

し
ょ
う
が
い
の
あ
る
人
で
次
の
要
件
を

す
べ
て
満
た
し
て
い
る
場
合
は
、
国
民
年

金
・
厚
生
年
金
保
険
の
障
害
基
礎
年
金
や

障
害
厚
生
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

①
年
金
制
度
加
入
中
に
初
診
日
が
あ
る
こ
と

※
初
診
日
が
20
歳
前
、
ま
た
は
60
歳
〜

65
歳
の
年
金
未
加
入
期
間
中
の
人
も

障
害
年
金
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

②
一
定
の
し
ょ
う
が
い
の
状
態
に
あ
る
こ
と

③
保
険
料
納
付
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と

障
害
年
金
を
受
け
る
に
は
、
本
人
ま
た

は
家
族
に
よ
る
手
続
き
が
必
要
に
な
り
ま

す
。
ま
ず
は
年
金
事
務
所
へ
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

ご
注
意
く
だ
さ
い
！

「
障
害
者
手
帳
の
障
害
等
級
」
と
「
国

民
年
金
・
厚
生
年
金
保
険
障
害
等
級
」
は

基
準
が
異
な
る
た
め
、
手
帳
の
交
付
を
受

け
て
も
障
害
年
金
は
受
け
ら
れ
な
い
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
右
記
窓
口
ま
で

問
合
せ
く
だ
さ
い
。

■問
彦
根
年
金
事
務
所
お
客
様
相
談
室(

7
０
７
４
９
‐
２
３
‐
１
１
１
６)

訪
問
理
美
容
サ
ー
ビ
ス
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

在
宅
で
生
活
を
し
て
い
る
寝
た
き
り
の
高
齢
者
や
し
ょ
う
が
い
の
あ
る
人
に
、
自
宅
訪
問

に
よ
る
理
美
容
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
券
を
交
付
し
ま
す
。

【
支
給
内
容
】

訪
問
理
美
容
サ
ー
ビ
ス
利
用
券
（
散
髪
の
み
）
１
枚
（
平
成
27
年
３
月
21
日
ま
で
利
用
可
）

【
自
己
負
担
額
】

原
則
利
用
料
の
１
割
（
４
５
０
円
）

【
受
付
期
間
】

９
月
１
日
（
月
）
〜
16
日
（
火
）

【
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
る
人
】

※
施
設
に
入
所
し
て
い
る
人
、
病
院
に
入
院
し
て
い
る
人
な
ど
は
除
く
。

《
共
通
要
件
》
９
月
１
日
現
在
で
次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
人

○
平
成
26
年
３
月
〜
８
月
の
間
で
３
か
月
以
上
在
宅
で
生
活
し
て
い
る

○
世
帯
の
平
成
25
年
分
の
所
得
税
が
非
課
税

○
市
税
、
介
護
保
険
料
、
国
民
健
康
保
険
料
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
を
完
納
し
て
い
る

《
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
人
の
要
件
》

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

●
65
歳
以
上
で
要
介
護
４
・
５
の
認
定
を

受
け
て
い
る

●
65
歳
未
満
で
要
介
護
４
・
５
の
認
定
を
受

け
て
お
り
、
同
居
人
の
す
べ
て
が
65
歳
以

上
ま
た
は
し
ょ
う
が
い
の
あ
る
場
合

《
し
ょ
う
が
い
の
あ
る
人
の
要
件
》

次
の
両
方
に
該
当
す
る
人

○
次
の
い
ず
れ
か
の
手
帳
を
持
っ
て
い
る

①
身
体
障
害
者
手
帳
（
肢
体
不
自
由
・

視
覚
・
内
部
）
１
、
２
級

②
療
育
手
帳
Ａ
１
、
Ａ
２

③
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
、
２
級

○
同
居
人
の
す
べ
て
が
65
歳
以
上
ま
た
は

前
記
①
〜
③
の
い
ず
れ
か
の
手
帳
を
持

っ
て
い
る
場
合

■問
高
齢
福
祉
介
護
課
（
7
６
５-

７
７
８
９
）

し
ょ
う
が
い
福
祉
課
（
7
６
５-

６
５
１
８
）

衛
生
材
料
支
給
券
を
交
付
し
ま
す

要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
寝
た
き
り
の
高
齢
者
や
し
ょ
う
が
い
の
あ
る
人
な
ど
に
、
衛

生
的
に
過
ご
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
、
紙
お
む
つ
等
支
給
券
を
交
付
し
ま
す
。

【
支
給
内
容
】

２
万
７
千
円
分
の
支
給
券
（
10
月
〜
平
成
27
年
３
月
分
）

【
集
中
受
付
期
間
】

９
月
１
日
（
月
）
〜
16
日
（
火
）

【
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
る
人
】

※
施
設
に
入
所
し
て
い
る
人
や
病
院
に
入
院
し
て
い
る
人
、
日
常

生
活
用
具
給
付
事
業
で
紙
お
む
つ
の
交
付
を
受
け
て
い
る
人
な
ど
は
除
く
。

申
請
時
に
次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
人

○
次
の
ア
〜
ウ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

ア
　
要
介
護
３
、
４
、
５
の
認
定
を
受
け
て
い
る

イ
　
身
体
障
害
者
手
帳
（
肢
体
不
自
由
）
１
級
、
２
級
の
交
付
を
受
け
て
い
る

ウ
　
療
育
手
帳
Ａ
１
、
Ａ
２
の
交
付
を
受
け
て
い
る

○
申
請
日
前
６
か
月
の
う
ち
３
か
月
以
上
在
宅
生
活
を
し
て
い
た

○
常
時
お
む
つ
が
必
要
で
、
現
在
も
使
用
し
て
い
る

○
世
帯
の
平
成
25
年
分
の
所
得
税
が
非
課
税

○
市
税
、
介
護
保
険
料
、
国
民
健
康
保
険
料
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
を
完
納
し
て
い
る
人

■問
高
齢
福
祉
介
護
課
（
7
６
５-

７
７
８
９
）

し
ょ
う
が
い
福
祉
課
（
7
６
５-

６
５
１
８
）

「臨時福祉給付金」・「子育て世帯臨時特例給付金」の申請手続きは
お済みですか ■問福祉・子育て臨時給付金室「臨時福祉給付金」窓口(7６５－６５２８)

「子育て世帯臨時特例給付金」窓口(7６５－６５５４)

支給対象者に該当する人で申請手続きがまだお済みでない人は、期限内に申請してください。不明な点につい

ては上記まで問合せください。

【申請期限】
平成27年１月５日(月)まで　(必着)
※各給付金の申請受付後、指定口座に給付金を

振込むまでにおよそ１か月半～２か月かかり

ます。

申　請　先
福祉・子育て臨時給付金室
〈東別館１階〉
〒526-0031 八幡東町632番地

申
請
窓
口

高
齢
福
祉
介
護
課
〈
東
別
館
１
階
〉

北
部
振
興
局
福
祉
生
活
課
・
各
支
所

※
申
請
書
は
窓
口
に
あ
り
ま
す
。

申
請
窓
口

し
ょ
う
が
い
福
祉
課
〈
東
別
館
１
階
〉

北
部
振
興
局
福
祉
生
活
課
・
各
支
所

持
ち
物

お
持
ち
の
手
帳

※
申
請
書
は
窓
口
に
あ
り
ま
す
。

申
請
窓
口

要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
人
…
高
齢
福
祉
介
護
課
〈
東
別
館
１
階
〉

し
ょ
う
が
い
の
あ
る
人
…
し
ょ
う
が
い
福
祉
課
〈
東
別
館
１
階
〉

北
部
振
興
局
福
祉
生
活
課
・
各
支
所

持
ち
物

し
ょ
う
が
い
の
あ
る
人
は
お
持
ち
の
手
帳

※
申
請
書
は
窓
口
に
あ
り
ま
す
。

※
今
後
、
新
た
に
対
象
と
な
っ
た
場
合
は
随
時
申
請
を
受
け
付
け
ま
す
。


